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４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か本件の争点と
事実認定の在り⽅



本件の主たる争点

原⼦⼒損害賠償法３条１項本⽂
「当該原⼦炉の運転等により原⼦⼒損害を与えたとき」

➡本件事故による放射性ヨウ素の放出・曝露により、原告らの⼩児
甲状腺がん発症が招来されたといえるか
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事実認定の在り⽅

事実認定は、「仮説の構築と検証」によって⾏われる。

①どのような仮説があり得るのか

②その仮説は、動かしがたい事実を全て⽭盾なく説明できるのか

③全ての動かしがたい事実を説明し得る反対仮説は成⽴しないか

④経験則に反するものではないか
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司法研修所編「事例から考える⺠事実認定」63⾴以下司法研修所編「事例から考える⺠事実認定」63⾴以下



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か本件事故後に判明した
「動かしがたい事実」

－本件事故後の甲状腺検査の結果－



本件甲状腺検査とは

本件事故当時、１８歳以下だった福島県⺠約３８万⼈が対象

２０１１年１０⽉から開始

現在までに、５巡⽬検査まで終了
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対象者対象者

開始時期開始時期

実施状況実施状況



本件甲状腺検査で判明した事実
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本件事故以前の発⽣率

年間100万⼈あたり2⼈程度
（甲全124号証）

甲状腺評価部会の⾒解

⽇本で把握されている甲状腺
がんの罹患統計から推計され
る有病割合と⽐べて、いずれ
も数⼗倍⾼い
（甲全65号証、甲全69号証）

訴状75⾴図表16



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か本件甲状腺検査の結果について
原告が主張する仮説
―事故後多発説―



原告主張の仮説＝事故後多発説

本件事故後に⼩児甲状腺がんが多発したから

３１１⼦ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟

なぜ有病割合が数⼗倍上昇したのか（原告の仮説）なぜ有病割合が数⼗倍上昇したのか（原告の仮説）



原告らの仮説＝事故後多発説

①本件事故で放射性ヨウ素が放出されたことは、争いがない。

②放射性ヨウ素曝露は、甲状腺がんの明らかな危険因⼦（甲全11）。

③チェルノブイリ原発事故による放射性ヨウ素放出・曝露で⼩児甲
状腺がんが多発したことは、国際的な常識。
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事故後多発説の根拠＝本件事故後に観察されたから事故後多発説の根拠＝本件事故後に観察されたから

有病割合の数⼗倍上昇を説明できる原因事象があって、
実際に事故後に有病割合が上昇している
有病割合の数⼗倍上昇を説明できる原因事象があって、
実際に事故後に有病割合が上昇している



原告らの仮説＝事故後多発説
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③ 疾病の具体的な症状、その症状の推移及び病歴（既往歴）

④ 他の危険因⼦の有無・程度

① 原告らの放射線被ばくの程度（状況）

② 統計学的、疫学的知⾒等に基づく、被ばくと疾病等との関連性の有無・程度

※濃い⻘を中⼼として、薄い⻘も考慮する。

ⅰ 本件事故により、原告らの居住する地域に放射性物質が拡散したこと
ⅱ 原告らが被ばくしたと考えられること

ⅰ 福島第⼀原発周辺（福島県内）において、⼩児甲状腺がんが多発していること
ⅱ 原告らも曝露群に属しており、⼩児甲状腺がんを発症していること
ⅲ 統計学的、疫学的知⾒に基づいて、被ばくと疾病等との関連性が強いこと

ⅰ 原告らには、⼩児甲状腺がんの原因となるような病歴（既往歴）がないこと
ⅱ 原告らの⼩児甲状腺がんが、被ばく後に発症したこと

（ⅰ ⼩児甲状腺がんは⾃然発⽣頻度が極めて低く、他の危険因⼦は
考え難いこと）

事故後多発説の帰結＝事実的因果関係が優に推認される事故後多発説の帰結＝事実的因果関係が優に推認される

原告ら各⼈の原因確率は
99.3％〜94.9％
（甲全128号証）

因果関係が肯定
された他の公害
事例等と⽐して
異常な数値



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か本件甲状腺検査の結果について
被告が主張する反対仮説
―スクリーニング効果説―



被告主張の反対仮説＝スクリーニング効果説

本件事故以前に、本件甲状腺検査のようなスク
リーニング検査を実施しなかったから。
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なぜ有病割合が数⼗倍上昇したのか（被告の反対仮説）なぜ有病割合が数⼗倍上昇したのか（被告の反対仮説）

本件事故以前にスクリーニング検査を実施していたなら
ば、本件甲状腺検査の結果との間に有意な差異はなかっ
たはずだ（事故前の有病割合≒事故後の有病割合）

本件事故以前にスクリーニング検査を実施していたなら
ば、本件甲状腺検査の結果との間に有意な差異はなかっ
たはずだ（事故前の有病割合≒事故後の有病割合）



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か重要なポイント
―反対仮説は、スクリーニング効果しかない－



有病割合の数⼗倍上昇を説明できる仮説
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有病割合の数⼗倍上昇
（動かし難い事実）

説明できるのは
「事故後多発」か「スクリーニング効果」

⾃然発⽣に基づく有病割合

数⼗倍上昇分のほぼ全てをスクリーニング効果で説明できない限り
反証として意味をなさない⾃然発⽣に基づく有病割合

多発

数⼗倍上昇分のほぼ全てをスクリーニング効果で説明
できない

⾃然発⽣に基づく有病割合

事故後多発を認めるには
⼗分な多発



有病割合の数⼗倍上昇を説明できる仮説
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有病割合の数⼗倍上昇
（動かし難い事実）

説明できるのは
「事故後多発」か「スクリーニング効果」

⾃然発⽣に基づく有病割合

数⼗倍上昇のほぼ全てをスクリーニング効果で説明できない限り
反証として意味をなさない⾃然発⽣に基づく有病割合

多発

スクリーニング効果
はほぼ認められない⾃然発⽣に基づく有病割合

ほぼ全て事故後多発と認められる



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定かスクリーニング効果説の検証①
－スクリーニング効果説とは－



スクリーニング効果説の検証①
－スクリーニング効果説とは－

①スクリーニング検査を実施した場合には、

②スクリーニング検査を実施しない場合と⽐べて、

③その対象集団における有病割合が⾼くなるはずだ
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スクリーニング効果とはスクリーニング効果とは



スクリーニング効果説の検証①
－スクリーニング効果説とは－

①本件甲状腺検査は、スクリーニング検査である。

②本件事故以前には、スクリーニング検査は実施されていない。

③本件甲状腺検査で有病割合が数⼗倍上昇したのは、本件事故以前に本件甲状
腺検査のようなスクリーニング検査が⾏われていなかったからだ。
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被告の主張するスクリーニング効果説被告の主張するスクリーニング効果説

事故前（曝露前）の潜在的な有病割合
≒事故後（曝露後）の有病割合

事故前（曝露前）の潜在的な有病割合
≒事故後（曝露後）の有病割合



スクリーニング効果説の検証①
－スクリーニング効果説とは－

甲状腺がんには、「潜在がん」「症状が未発⽣のがん」「症状が既発⽣のが
ん」の３種類がある。

潜在がんは、本件事故以前から多発していた。
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被告が置く２つの仮定被告が置く２つの仮定

仮定①仮定①

仮定②仮定②



スクリーニング効果説の検証①
－スクリーニング効果説とは－
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潜在癌

症状未発⽣の癌

症状既発⽣の癌

スクリーニング検査が
ない場合に発⾒される癌

スクリーニング検査で
発⾒される癌

スクリーニング検査を実施しな
い場合よりも有病率が⾼くなる
（スクリーニング効果）

【結論】
事故前・曝露前と
事故後・曝露後では、
潜在的な有病割合に
差異はないはずだ。
＝本件事故後の多発は
ない



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か
スクリーニング効果説の検証②

「本件事故前と事故後とで潜在的な有病割合に差異はない」のか
➡柴⽥教授の研究報告（甲全171）



スクリーニング効果説の検証②
－柴⽥義貞教授の研究報告（甲全171）－
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「症状未発⽣の癌」や「潜在
癌」すら発⾒されなかった

＝曝露前と曝露後で有
病割合に顕著な差異
あり︕

９７２０⼈ ９４７２⼈

放射性ヨウ素に曝露された⼦供
（事故以前に⽣まれた⼦供）

曝露されなかった⼦供
（事故後に⽣まれた⼦供）

３１例の癌が発生 ０例の癌が発生 ＝スクリーニング効果
だけでは、有病割合の
数⼗倍上昇分のほとん
どを説明できない



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か
スクリーニング効果説の検証③

「本件事故以前から⼩児甲状腺がんの潜在がんが多発していた」のか
➡「中間とりまとめ」（甲全141）26⾴



スクリーニング効果説の検証③
－「中間とりまとめ」（甲全141）26⾴－

「甲状腺のラテントがんはそのほとんどが２〜３ｍｍ以下、多くは１ｍｍ以下
である」

「以上のような甲状腺の疫学に関する知⾒はほとんどが成⼈に関するもの」
「⼩児におけるラテントがんも報告されておらず、未だ明らかでない点が多
い」

３１１⼦ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟

「中間とりまとめ」26⾴の内容「中間とりまとめ」26⾴の内容

⼩児の甲状腺がんは、多発はおろかそもそも報告⾃体がなかった
➡⼩児の潜在がんの多発は机上の空論にすぎない

⼩児の甲状腺がんは、多発はおろかそもそも報告⾃体がなかった
➡⼩児の潜在がんの多発は机上の空論にすぎない



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か
スクリーニング効果説の検証④
「本件甲状腺検査は『潜在がん』を多検出した」のか

➡鈴⽊眞⼀⽒（福島県⽴医⼤教授）の報告（甲全71）



スクリーニング効果説の検証④
－鈴⽊眞⼀⽒の報告（甲全71）－

被告準備書⾯⑴70⾴

「⽣涯にわたって健康には影響せず無症状で、臨床的には発⾒できず、
病理組織診断（死亡後の剖検を含む）によってはじめて発⾒されるもの」
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そもそも被告の⾔う「潜在がん」とは何かそもそも被告の⾔う「潜在がん」とは何か

潜在がん＝転移も浸潤も起きないがん潜在がん＝転移も浸潤も起きないがん



スクリーニング効果説の検証④
－鈴⽊眞⼀⽒の報告（甲全71）－

1巡⽬と2巡⽬で「悪性疑い」とされた症例数︓187例
その中で福島県⽴医⼤で⼿術された症例数︓125例

【125例の病理所⾒】
➡リンパ節転移97例、甲状腺浸潤50例、遠隔転移3例
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鈴⽊眞⼀⽒の報告（甲全71）鈴⽊眞⼀⽒の報告（甲全71）

125例の77.6％で
リンパ節転移が確認されたということ

125例の77.6％で
リンパ節転移が確認されたということ



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か

スクリーニング効果説の検証⑤
「本件甲状腺検査は『潜在がん』を多検出した」のか

➡本件甲状腺検査の仕組み



スクリーニング効果説の検証⑤
－本件甲状腺検査の仕組み－

３１１⼦ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟

訴状73⾴図表15



スクリーニング効果説の検証⑤
－本件甲状腺検査の仕組み－

①結節が20.1ｍｍ以上の結節

②結節が10.1㎜〜20.0㎜の結節のうち、甲状腺結節診断基準7項⽬のうち１つ
に悪性所⾒が認められる場合かドプラ法で貫通⾎管が認められた場合

③結節が5.1㎜〜10.0㎜の結節のうち、甲状腺結節診断基準7項⽬すべてが悪
性所⾒を呈する場合
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穿刺吸引細胞診を実施する症例穿刺吸引細胞診を実施する症例

ここからさらに穿刺吸引細胞診で絞り込みがなされた
症例が「悪性疑い」との診断を受ける。

ここからさらに穿刺吸引細胞診で絞り込みがなされた
症例が「悪性疑い」との診断を受ける。



スクリーニング効果説の検証⑤
－本件甲状腺検査の仕組み－

本件甲状腺検査の「悪性疑い」の⼤半が潜在がんだと主張するならば、
本件甲状腺検査のような絞り込みで潜在がんが排除できない具体的
理由を主張すべき
➡それがなされない限り、潜在がんの主張は、机上の空論に過ぎない。
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本件で問われるべき可能性は何か本件で問われるべき可能性は何か

本件甲状腺検査による絞り込みがなされた症例の⼤半が
「潜在がん」である可能性
本件甲状腺検査による絞り込みがなされた症例の⼤半が
「潜在がん」である可能性



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か

スクリーニング効果説の検証⑥
「本件甲状腺検査は『症状未発⽣のがん』を前倒しで多検出した」のか
➡津⾦昌⼀郎⽒（国⽴がん予防・検診研究センター所⻑）の報告

（甲全64）



スクリーニング効果説の検証⑥
－津⾦昌⼀郎⽒の論⽂（甲全64）－

本件甲状腺検査１巡⽬の結果について、
１〜数年後に臨床診断されたであろう甲状腺がんを早期に診断したことによる
上乗せだけで解釈することは困難である
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津⾦昌⼀郎⽒の論⽂の要旨（甲全64）津⾦昌⼀郎⽒の論⽂の要旨（甲全64）

前倒し効果だけでは、
有病割合の数⼗倍の上昇は説明できない

前倒し効果だけでは、
有病割合の数⼗倍の上昇は説明できない



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定かスクリーニング効果説の
検証結果



有病割合の数⼗倍上昇を説明できる仮説
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有病割合の数⼗倍上昇
（動かし難い事実）

説明できるのは
「事故後多発」か「スクリーニング効果」

⾃然発⽣に基づく有病割合

スクリーニング効果
はほぼ認められない⾃然発⽣に基づく有病割合

他に特段の事情がない限り、
ほぼ全て事故後多発と推認せざるを得ない



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か推認を妨げる他の特段の事情がないこと
－100mSv論は「事故後多発説」を否定する特段の事情⾜り得ないこと－



推認を妨げる他の特段の事情がないこと
100ミリシーベルト論は

「事故後多発説」を否定する特段の事情⾜り得ないこと

３１１⼦ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟

推認を妨げる特段の事情として問題となっている事項推認を妨げる特段の事情として問題となっている事項
これに対する原告らの主張推認を妨げる特段の事情として被告から主張され

ている論点
訴状52⾴〜53⾴・107⾴、第1準備書⾯22⾴
〜25⾴、第10準備書⾯33⾴〜36⾴、第14準
備書⾯12⾴

有病割合上昇までの期間について

訴状107⾴〜108⾴、第10準備書⾯36⾴発症時の年齢について
訴状82⾴、第10準備書⾯37⾴〜48⾴放射線被ばくとの量反応関係について
第12準備書⾯11⾴〜13⾴遺伝⼦変異について
第3準備書⾯13⾴〜14⾴、第4準備書⾯15⾴〜28
⾴、第9準備書⾯22⾴〜31⾴、第13準備書⾯5⾴、
第14準備書⾯15⾴〜22⾴
（訴状88⾴〜107⾴、第7準備書⾯、第8準備書⾯、
第11準備書⾯、第13準備書⾯24⾴以下）

100mSv論について
（原告らの被ばく量について）



推認を妨げる他の特段の事情がないこと
100ミリシーベルト論は

「事故後多発説」を否定する特段の事情⾜り得ないこと

「100mSv以下の放射線被ばくでは健康影響が観察されて
いない」という主張
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100mSv論とは100mSv論とは

問︓「100mSv以下の放射線被ばくでは健康影響が観察されて
いない」からといって、「本件事故後に⼩児甲状腺がんが多発
すること」はあり得ないといえるか。

答︓いえない

問︓「100mSv以下の放射線被ばくでは健康影響が観察されて
いない」からといって、「本件事故後に⼩児甲状腺がんが多発
すること」はあり得ないといえるか。

答︓いえない



推認を妨げる他の特段の事情がないこと
100ミリシーベルト論は

「事故後多発説」を否定する特段の事情⾜り得ないこと

【根拠】
現在も放射線防護において、LNTモデルが採⽤されていること
→健康影響が否定できるなら、LNTモデルは採⽤されないはず。
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100mSv論で事故後多発説が否定できない理由100mSv論で事故後多発説が否定できない理由

100ｍSv以下の被曝で健康影響がないこと（閾値が100mSvである
こと）は、現在の科学的知⾒の下では⽴証されていないから。
➡100mSv以下の被曝しかない場合でも、⼩児甲状腺がんその
他の健康影響が起こりうることは否定されていない。

100ｍSv以下の被曝で健康影響がないこと（閾値が100mSvである
こと）は、現在の科学的知⾒の下では⽴証されていないから。
➡100mSv以下の被曝しかない場合でも、⼩児甲状腺がんその
他の健康影響が起こりうることは否定されていない。



推認を妨げる他の特段の事情がないこと
100ミリシーベルト論は

「事故後多発説」を否定する特段の事情⾜り得ないこと

①本件甲状腺検査では、有病割合の数⼗倍上昇が観察されている
②上記①を説明できる仮説として主張されているのは、「事故後多発説」か
「スクリーニング効果説」のみ
③スクリーニング効果説では、数⼗倍上昇分のほとんどを説明できない
④事故後多発説を前提として初めて、数⼗倍上昇の説明が可能となる
⑤100mSv以下の被曝での健康影響は否定されていない
＝事故後多発はあり得ないことではない

３１１⼦ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟

100mSv論の下でも、事故後多発説を推認できる理由100mSv論の下でも、事故後多発説を推認できる理由

100mSv以下の放射線被ばくで健康影響が観察されていないとし
ても、事故後多発説の推認を妨げる特段の事情とは⾔えない
100mSv以下の放射線被ばくで健康影響が観察されていないとし
ても、事故後多発説の推認を妨げる特段の事情とは⾔えない



推認を妨げる他の特段の事情がないこと
100ミリシーベルト論は

「事故後多発説」を否定する特段の事情⾜り得ないこと

３１１⼦ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟

100mSv論でも健康影響が確認された研究報告の⼀例100mSv論でも健康影響が確認された研究報告の⼀例
準備書⾯証拠研究報告

第14準備書⾯16⾴甲全194ICRPのパブリケーション99における
リチャード・フォードの招待論説

訴状63⾴〜64⾴、第9準備書
⾯37⾴〜43⾴

甲全25の1〜4トロンコ教授の研究報告

訴状64⾴〜65⾴甲全27⼭下俊⼀⽒の研究結果

第3準備書⾯11⾴〜12⾴、第
12準備書⾯19⾴

甲全108の1・2ルビン博⼠の研究結果

第12準備書⾯17⾴〜19⾴甲全186⽶国放射線防護審議会（NCRP）の
コンメンタリー27

100mSv以下での健康影響は、実際に観察されている100mSv以下での健康影響は、実際に観察されている



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か結 論



結論＝事実的因果関係は認められる
1. 本件事故以前の⼩児甲状腺がんの年間発⽣率は、100万⼈当たり2⼈程度
2. ところが、本件甲状腺検査では、有病割合が事故前と⽐較して数⼗倍上昇
3. ２は、「本件事故後に⼩児甲状腺がんが多発した」と仮定しなければ、⽭盾
なく説明できない＝本件事故後に⼩児甲状腺がんの多発はあった

4. 多発が観察された集団は、本件事故により放出された放射性ヨウ素に曝露し
た集団➡原告らもその集団に属していて、実際に⼩児甲状腺がんを発症

5. 本件事故による放射性ヨウ素曝露と⼩児甲状腺がん発症との関連性は⾮常に
強い（原因確率99.3％〜94.9％）

6. 100mSv以下の被曝でも健康影響は否定されない（健康影響はあり得る）

３１１⼦ども甲状腺がん損害賠償請求訴訟

通常⼈を基準とすれば、本件事故と原告らの発症との間に事実的
因果関係が存在することは、優に推認できる︕
通常⼈を基準とすれば、本件事故と原告らの発症との間に事実的
因果関係が存在することは、優に推認できる︕



４ 争点についてどのように主張する予定か４ 争点についてどのように主張する予定か原告らの請求が認容されるべきである︕


